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資料３－１ 



府省名

事務及び事業名
1

２

３

４

アウトソーシングの見直し
　現在、機構で行っている①応募者及び駐留軍等労働者から
の各種提出書類の受付、②駐留軍等労働者の労務管理等事務
に係る基礎情報の出入力、③各種書類の仕分け、ファイリン
グ等の機械的・定型的業務のアウトソーシングについては、
次期中期目標期間以降、どのような方法でアウトソーシング
を行っていくのか見直しを行う。

本部事務所の集約化
　業務運営の効率化の観点から、経費の削減に十分に配慮し
て大田区蒲田の事務所と横浜事務所を東京都内の一か所に集
約させる。

駐留軍等労働者のほう賞に関する業務
　ほう賞事業の在り方等を見直すことについて、在日米軍等
と協議する。[ほう賞事業については、その在り方等を見直
すことについて、今中期目標期間中に関係者と協議する。]

特別援護金の支給対象者の拡大
　現在機構は、駐留軍等労働者が業務上災害又は通勤災害に
より死亡した場合等に、特別援護金を支給しているが、アス
ベストによる疾病により死亡した駐留軍等労働者をその支給
対象者とするよう概算要求することとしている。

【支部・事業所等の見直し】
・今中期目標期間中の本部の人員削減及び支部の統合後
の事務処理状況を踏まえ、今後の組織の見直しについて
検討する。また、米軍再編の動向及び福利厚生事業の拡
充の必要性を踏まえ、組織体制を充実していく必要があ
る。
・業務運営の効率化の観点から、経費の削減に十分に配
慮して、大田区蒲田の事務所と横浜事務所を東京都内の
一か所に集約させる。

【事務事業実施主体の見直し】
機構が行っている労務管理等事務は、民間の主体にゆ

だねることはできず、機構が引き続き行う必要がある。
現在、機構が行っている機械的・定型的業務のアウト

ソーシングについて、次期中期目標期間以降、どのよう
な方法でアウトソーシングを行っていくのか見直しを行
うこととしており、その中で業務の一部を民間にゆだね
ることができないかを検討する。

【重複排除・事業主体の一元化等】
他の独立行政法人等で類似の業務を行っているところ

はないことから、事業の重複はなく、したがって、事業
の一元化等を行う独立行政法人等はない。

【非公務員化】
機構職員の身分が国家公務員である必要性について、

政治的中立性、守秘義務の観点から検討する。[現中期
目標期間終了時に改めて検討対象とする。]

【保有資産の見直し（不要資産の国庫返納等】】
　那覇支部とコザ支部の統合に伴い不要となった土地及
び建物については、通則法等に定められた手続に基づき
国庫返納を行う。
【随意契約の見直し等取引関係の見直し】
・当機構において、関係法人との取引関係はない。
・競争性のない随意契約等について、駐留軍等労働者労
務管理機構契約監視委員会による審議、点検及び見直し
を行い契約の適正化を図る。
【自己収入の拡大】
　駐留軍等労働者の労務管理等事務は、自己収入を得る
ような事務ではなく、財源のすべてを運営費交付金によ
り賄っていることから、引き続き、予算の執行状況を適
切に把握するとともに、業務運営の効率化等により経費
の抑制に努める。
【管理運営の適正化（人事管理・人件費を含む）】
　機構の法人経営に当たっては、円滑な業務処理に配慮
し、業務内容及び業務量に応じた適切な人員配置となる
よう努めるとともに、アウトソーシングの活用等により
コストの縮減を図る。
【事業の審査、評価の見直し】
・機構の各支部の業務が、業務マニュアルに則って業務
遂行がなされているのか検証作業を行うに当たり、統一
性を図る観点から、検証項目のチェックシートを作成及
び新たな業務マニュアルを順次整備する。
・内部統制（コンプライアンス）委員会の委員として外
部から招請する委員の選定については、より第三者性を
確保するため検討を行う。
【業務のアウトソーシング（官民競争入札等の導入）】
・機構が管理し、運用する機構情報システムに関する機
器等の運用管理業務について民間競争入札を行い、落札
者により事業を実施していく。[機構情報システムに関
する機器等の運用管理業務について民間競争入札を行
う。]
・現在、機構で行っている①応募者及び駐留軍等労働者
からの各種提出書類の受付、②駐留軍等労働者の労務管
理等事務に係る基礎情報の出入力、③各種書類の仕分
け、ファイリング等の機械的・定型的業務のアウトソー
シングについて、次期中期目標期間以降、どのような方
法でアウトソーシングを行っていくのか見直しを行う。

各府省別法人の見直し当初案の内容一覧表

防衛省

法人名 ２．組織の見直しに係る具体的措置
（又は見直しの方向性）

独立行政法人駐
留軍等労働者労
務管理機構

駐留軍等労働者の
労務管理等事務

１．事務及び事業の見直しに係る具体的措置（又は見直しの方向性）
具体的措置（又は見直しの方向性）

３･運営の効率化及び自律化の見直しに
係る具体的措置（又は見直しの方向性）
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前回の「勧告の方向性」における主な指摘事項の措置状況（平成 22 年７月現在） 

       

防衛省所管（１法人） 

整理 

番号 
法人名  「勧告の方向性」における主な指摘事項 措置状況（①措置済み、②対応中、③未措置） 

43 駐留軍等労働者

労 務 管 理 機 構

（17） 

 本部管理部門のスリム化、支部組織のスリム化・統廃合 ①  【本部管理部門】 

 業務の集約化やアウトソーシングの活用等により、段階的に課

及び係の統合、ポストの削減等を実施し、組織をスリム化した。 

  渉外役と広報広聴役を統合 

評価役と監査役を統合  

調整課と企画課を統合 

庶務課・会計課の機械的・定型的業務をアウトソーシング 等 

  

【支部組織】 

 業務の集約化やアウトソーシングの活用等により、段階的に課

及び係の統合や、ポストの削減、支部の統廃合等を実施し、組織

をスリム化した。 

呉支部を岩国支部に統合 

富士支部を座間支部に統合 

那覇支部とコザ支部を沖縄支部として統合 

支部の労務管理等事務における機械的・定型的業務をアウト 

ソーシング 等 
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 組織・業務運営の見直しによる大幅な人員削減（２割程

度）・コスト削減（人件費含む） 

①  【人員削減】 

平成１７年度末人員と比較して２０％の人員を削減済み（３９６人

→３１６人：△８０人）。 

本部：２１人を削減済み（ ８３人→ ６２人：△２１人） 

支部：５９人を削減済み（３１３人→２５４人：△５９人） 

②  【コスト削減】 

 平成１７年度末と比較して人件費を含む機構運営関係費の１５％

の縮減を達成する見込み。 

   人件費：２０．０％を抑制済み 

   物件費：３１．２％を抑制済み 

   ※平成２１年度までの実績 
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Ⅰ．中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直しの当初案整理表 

法人名 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構 府省名 防衛省 

沿 革 
平成１４年３月３１日まで防衛施設庁及び関係都県が処理していた駐留軍等労働者の労務管理等事務の一部を行う組織として、平成１４

年４月１日に新たに設立                                  

中期目標期間 第１期：平成１４年４月～平成１８年３月（平成１７年度見直し） 第２期：平成１８年４月～平成２３年３月 

役員数及び職員数 

（平成22年１月１日現在） 

※括弧書きで監事の数を記載。 

役員数は監事を含めた数字を記載。 

役員数（うち、監事の人数） 職員の実員数 

法定数 常勤の実員数 非常勤の実員数 常勤職員 非常勤職員 

５人（２人） ３人（１人） １人（１人） ３２７人 ９人 

年  度 平成 18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成23年度(要求) 

国からの財

政支出額の

推移 

 

（単位：百万円） 

一般会計 ４，６４３ ４，１８４ ３，７６８ ３，６５７ ３，４８８ ３，４８８ 

特別会計 ― ― ― ― ― ― 

計 ４，６４３ ４，１８４ ３，７６８ ３，６５７ ３，４８８ ３，４８８ 

 うち運営費交付金 ４，３０７ ４，１８４ ３，７６８ ３，６５７ ３，４８８ ３，４８８ 

 うち施設整備費等補助金 ― ― ― ― ― ― 

 うちその他の補助金等 ３３６ ― ― ― ― ― 

支出予算額の推移  （単位：百万円） ４，６４３ ４，１８４ ３，８３１ ３，６５７ ３，４８８ ３，４８８ 

利益剰余金（又は繰越欠損金）の推移 ２６６ ４２９ ６０８ ７９８   

（単位：百万円） 発生要因 育児休業等職員の給与及び受取利息等 

 

見直し案 利益剰余金については、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法（平成１１年法律第２１７号）第１１条第３項に基づき、中期目標期

間終了後、国庫に納付しなければならないこととなっており、今中期目標期間における利益剰余金についても独立行政法人の組織、運営及

び管理に係る共通的な事項に関する政令（平成１２年政令第３１６号）第７条に基づき平成２３年７月１０日までに国庫に納付する予定で

ある。 

運営費交付金債務残高  （単位：百万円） ２７ ３０ ３３ ３６   

行政サービス実施コストの推移 （単位：百万円） ４，２３８ ４，１２７ ３，７５８ ３，７０６ (見込み) ３，５３５ (見込み) ３，５３５ 

見直しに伴う行政サービス実施コ

ストの改善内容及び改善見込み額 

人件費（退職手当を除く。）を含む機構運営関係費について抑制を図り、行政サービス実施コストの改善を図っていくこととするが、事務

及び事業の見直しが、行政サービス実施コストに与える影響を現時点で具体的に示すことは困難である。 
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中期目標の達成状況 

（業務運営の効率化に関する事項

等）(平成 21 年度実績) 

中期目標期間中（評価が決定している平成１８年度から平成２１年度まで）のいずれの年度も、総合評価（業務実績全体の評価）として、

「全体として年度計画に沿って的確に業務が実施されており、中期目標の達成に向けて着実に進捗しているものと認められる」との評価を

受けている。 

なお、本部事務所移転の評価は、平成１９年度は「国との関係において円滑になされていない」との評価であり、平成２０年度は「本部

事務所の機能が２箇所に分かれている状況については、業務運営の効率化の観点から望ましいものではなく本項目については順調に実施さ

れていない」との評価であった。また、平成２１年度は「機構法に定める主たる事務所のあり方としては適切なものとは言い難い」、「本

部事務所の機能が２箇所に分かれている状況については、業務運営の観点から望ましいものではない。今後、業務運営の効率化を踏まえた

更なる改善が図られるべきである」との評価であった。 

また、業務運営の効率化に関する事項及び国民に対して提供するサービスその他の業務の質に関する事項について、数値目標が設定され

ている事項のうち重要な事項の達成状況は、次のとおりである。 

１ 業務運営の効率化 

・ 人員については、平成１７年度末の人員数（３９６人）を基準に今中期目標期間末までに２０％（８０人）の削減を行うため、業務の

集約化及び支部の統合等により平成１８年度から各年度４％（１６人）ずつ削減してきているところであり、平成２１年度においても、

１６人の削減を行った。 

・ 機構運営関係費については、平成１７年度末を基準として、今中期目標期間末までに１５％の縮減を行うため、各年度平均して人件費

４％、物件費２％の抑制を図ることとしており、平成１８年度から平成２１年度までの各年度平均で、人件費については５．０％、物件

費については７．８％の抑制率を達成した。 

２ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上 

・ 駐留軍等労働者の募集については、在日米軍からの労務要求書受理後１か月以内に資格要件を満たす者を在日米軍に紹介する率につい

て、中期目標期間において平均９０％以上の維持に努めるとされており、インターネットを利用した応募受付の継続実施やパンフレット、

新聞等のメディアを活用した「インターネットを利用した募集に関する周知・宣伝等の施策」を講じるなどした結果、平成２１年度の紹

介率は９５．１％となった。 
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Ⅱ．事務及び事業の見直しに係る当初案 

法人名 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構 府省名 防衛省 

事務及び事業名 駐留軍等労働者の労務管理等事務 

事務及び事業の概要 

１ 駐留軍等労働者の雇入れ、提供、労務管理等に関する業務 

２ 駐留軍等労働者の給与、退職手当、旅費の計算等に関する業務 

３ 駐留軍等労働者のほう賞、制服及び保護衣、成人病予防健康診断等に関する業務 

事務及び事業に係る 23年度予算要求額 
国からの財政支出額 

(対 22 年度当初予算増減額) 

３，４８８，１４０千円  

（ ０円） 

支出予算額 

(対 22 年度当初予算増減額) 

３，４８８，１４０千円  

（ ０円） 

事務及び事業に係る職員数（平成22年１月１日現在） ３３２人  

事務及び事業の見直しに係る具体的措置

（又は見直しの方向性） 

１ アウトソーシングの見直し 

現在、機構で行っている①応募者及び駐留軍等労働者からの各種提出書類の受付、②駐留軍等労働者の労務管理等事務に係る基

礎情報の出入力、③各種書類の仕分け、ファイリング等の機械的・定型的業務のアウトソーシングについては、次期中期目標期間

以降、どのような方法でアウトソーシングを行っていくのか見直しを行う。 

２ 本部事務所の集約化 

業務運営の効率化の観点から、経費の削減に十分に配慮して大田区蒲田の事務所と横浜事務所を東京都内の一か所に集約させ

る。 

３ 駐留軍等労働者のほう賞に関する業務 

ほう賞事業の在り方等を見直すことについて、在日米軍等と協議する。【整理合理化計画：ほう賞事業については、その在り方

等を見直すことについて、今中期目標期間中に関係者と協議する。】 

４ 特別援護金の支給対象者の拡大 

現在機構は、駐留軍等労働者が業務上災害又は通勤災害により死亡した場合等に、特別援護金を支給しているが、アスベストに

よる疾病により死亡した駐留軍等労働者をその支給対象者とするよう概算要求することとしている。 

備考〔補足説明〕 

１ アウトソーシングの見直し 

現在、常勤職員が主体となって業務を処理しているが、業務の内容、業務の繁閑等に応じて、多様な雇用形態の活用が図れない

か検討することとしている。 

２ 本部事務所の集約化 

集約に際しては、機構本部と防衛省（市ヶ谷）及び在日米各軍司令部等への移動の利便性等に配慮するとともに、平成２０年２

月に実施した本部事務所の移転による経費削減の効果を後退させることがないよう、新たな本部事務所に係る賃借料の抑制に最大

限努める必要がある。 

３ 駐留軍等労働者のほう賞に関する業務 

ほう賞事業については、独立行政法人整理合理化計画（平成１９年１２月２４日閣議決定）に基づき、その在り方等を見直すこ
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ととなっている。 

４ 特別援護金の支給対象者の拡大 

現在機構は、損害保険会社との保険契約に基づき、駐留軍等労働者が業務上災害又は通勤災害により死亡した場合等に、法定外

給付として特別援護金を支給しているが、平成１８年３月１４日から損害保険会社がアスベストによる疾病に係る補償を引き受け

ないこととなったため、当該疾病を支給対象から除外することとした。しかしながら、アスベスト被害者の救済は重要であること、

また、当該疾病を支給対象外としている現行の制度は均衡を欠いていることから、当該疾病による者についても特別援護金を支給

するため、所要の経費を概算要求することとしている。 

【廃止又は民営化した場合の問題点】 

駐留軍等労働者の労務管理等事務は、日米安全保障条約に基づく在日米軍の駐留を円滑にするため、日米地位協定の規定（在日米

軍等の現地における労務の需要は、我が国の当局の援助を得て充足される）を受け、合衆国政府と日本国政府との間で締結された労

務提供契約に基づく我が国の責務を果たすための事務であり、その性格上、継続して確実に実施すべき事務であることから、この事

務を廃止又は民営化することはできない。 

【他法人等への移管・一体的実施した場合の問題点】 

駐留軍等労働者の労務管理等事務を確実に履行するためには、駐留軍等労働者が在日米軍の施設・区域という特殊な環境下で勤務

する状況にかんがみ、機構は雇用主である国との緊密な連携の下で一体となって事務を処理することが不可欠である。かかる事務の

特性及び他の独立行政法人等で類似の業務を行っているところはないことから、他法人等への移管や当該事務を一体的に実施する他

の独立行政法人等はない。 

行政サービス実施コストに与える影響 

（改善に資する事項） 

 

人件費（退職手当を除く。）を含む機構運営関係費について抑制を図り、行政サービス実施コストの改善を図っていくこととするが、

事務及び事業の見直しが、行政サービス実施コストに与える影響を現時点で具体的に示すことは困難である。 
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Ⅲ．組織の見直しに係る当初案 

法人名 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構 府省名 防衛省 

見直し項目 
支部・事業所等の見直し（横１．

（２）） 

事務事業実施主体の見直し（横２．

（１）） 

重複排除・事業主体の一元化等（横２．

（２）） 

組織の見直しに係る具体的措置 

（又は見直しの方向性） 

・ 今中期目標期間中の本部の人員削減

及び支部の統合後の事務処理状況を

踏まえ、今後の組織の見直しについて

検討する。また、米軍再編の動向及び

福利厚生事業の拡充の必要性を踏ま

え、組織を充実していく必要がある。 

・ 業務運営の効率化の観点から、経費

の削減に十分に配慮して、大田区蒲田

の事務所と横浜事務所を東京都内の

一か所に集約させる。 

 機構が行っている労務管理等事務は、民

間の主体にゆだねることはできず、機構が

引き続き行う必要がある。 

現在、機構が行っている機械的・定型的

業務のアウトソーシングについて、次期中

期目標期間以降、どのような方法でアウト

ソーシングを行っていくのか見直しを行う

こととしており、その中で業務の一部を民

間にゆだねることができないかを検討す

る。 

他の独立行政法人等で類似の業務を行って

いるところはないことから、事業の重複はな

く、したがって、事業の一元化等を行う独立

行政法人等はない。 

備考〔補足説明〕 

・ 本部については機構全体の削減率を

上回る人員削減を、支部については那

覇支部及びコザ支部の統合等を実施

しており、これらの措置による業務の

効率化や駐留軍等労働者へのサービ

スに対する影響について検証する必

要がある。 

・ 集約に際しては、機構本部と防衛省

（市ヶ谷）及び在日米各軍司令部等へ

の移動の利便性等に配慮するととも

に、平成２０年２月に実施した本部事

務所の移転による経費削減の効果を

後退させることがないよう、新たな本

部事務所に係る賃借料の抑制に最大

限努める必要がある。 

我が国は、日米安全保障条約に基づく日

米地位協定により、在日米軍の任務遂行の

ために必要な駐留軍等労働者を雇用し、在

日米軍に提供する責務を負っている。 

民間への移管によって、労務提供義務の

確実な履行が担保されず、万が一にもその

実施が困難となり日米間の信頼関係を損な

うような事態を生じさせてはならない。 

民間活用は、機構の実施事務におけるア

ウトソーシングについて検討する。 

駐留軍等に対する労務提供等の業務は、日

米安全保障条約に基づく在日米軍の駐留を円

滑にするため、日米地位協定の規定を受け、

合衆国政府と日本国政府との間で締結された

労務提供契約に基づく我が国の責務を果たす

ための事務であり、他の独立行政法人等で類

似の業務を行っているところはないことか

ら、事業の重複はなく、他に当該事務を担わ

せる、及び一体的に実施する独立行政法人等

はない。 
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法人名 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構 府省名 防衛省 

見直し項目 非公務員化   

組織の見直しに係る具体的措置 

（又は見直しの方向性） 

機構職員の身分が国家公務員である必要

性について、政治的中立性、守秘義務の観

点から検討する。【整理合理化計画：現中期

目標期間終了時に改めて検討対象とする。】 

  

備考〔補足説明〕 

駐留軍等に対する労務提供等の業務は、

日米安全保障条約に基づく在日米軍の駐留

を円滑にするため、日米地位協定の規定を

受け、合衆国政府と日本国政府との間で締

結された労務提供契約に基づく我が国の責

務を果たすための事務であり、当該事務を

実施する機構職員には、政治的中立性の確

保、守秘義務など厳格な服務規律を課す必

要がある。 
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Ⅳ．運営の効率化及び自律化の見直しに係る当初案 

法人名 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構 府省名 防衛省 

見直し項目 
保有資産の見直し（不要資産の国庫返

納等）（横１．（１）） 

随意契約の見直し等取引関係の見直

し（横２．（３）） 

自己収入の拡大（横２．（４）） 

 

運営の効率化及び自律化に係る 

見直し案の具体的措置 

（又は見直しの方向性） 

那覇支部とコザ支部の統合に伴い不要と

なった土地及び建物については、通則法等

に定められた手続に基づき国庫返納を行

う。 

・ 当機構において、関係法人との取引関

係はない。 

・ 競争性のない随意契約等について、駐

留軍等労働者労務管理機構契約監視委員

会による審議、点検及び見直しを行い契

約の適正化を図る。 

 

 駐留軍等労働者の労務管理等事務は、

自己収入を得るような事務ではなく、財

源のすべてを運営費交付金により賄って

いることから、引き続き、予算の執行状

況を適切に把握するとともに、業務運営

の効率化等により経費の抑制に努める。 

備考〔補足説明〕 

機構設立時に国から引き継いだ土地及び

建物については、一部の支部の執務室等と

して使用している。 

支部の統合により、不要となった土地及

び建物は通則法等に基づき国庫返納を予定

しており、それ以外の土地及び建物につい

ては、維持費等と民間からの賃借を活用し

た場合の費用比較及び駐留軍等労働者の利

便性等を勘案し、引き続き執務室等として

使用することとしている。 

・ 機構が、その財務及び事業運営の方針

決定に重要な影響を与えることができる

か又は取引を通じて公的な資金が供給さ

れているような関連公益法人等はない。 

・ 駐留軍等労働者労務管理機構契約監視

委員会（監事２名、外部有識者３名によ

り構成）による競争性のない随意契約及

び一般競争入札等についての点検・見直

し結果を踏まえ、新たに「随意契約等見

直し計画」を策定したところであり、当

該計画に基づき、真にやむを得ないもの

を除き、一般競争入札等による競争性の

確保に努めるとともに一者応札・一者応

募となった契約についても見直しを行い

一層の競争性の確保に努めることとして

いる。 

機構は、業務運営の財源を運営費交付

金にのみ依存する法人であり、法人の経

営努力による利益が発生しがたい事業構

造となっている。 
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法人名 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構 府省名 防衛省 

見直し項目 
管理運営の適正化（人事管理・人件費

を含む）（横３．（１）） 

事業の審査、評価の見直し（横３．

（２）） 

業務のアウトソーシング（官民競争

入札等の導入） 

運営の効率化及び自律化に係る 

見直し案の具体的措置 

（又は見直しの方向性） 

機構の法人経営に当たっては、円滑な業

務処理に配慮し、業務内容及び業務量に応

じた適切な人員配置となるよう努めるとと

もに、アウトソーシングの活用等によりコ

ストの縮減を図る。 

・ 機構の各支部の業務が、業務マニュア

ルに則って業務遂行がなされているのか

検証作業を行うに当たり、統一性を図る

観点から、検証項目のチェックシートを

作成及び新たな業務マニュアルを順次整

備する。 

・ 内部統制（コンプライアンス）委員会

の委員として外部から招請する委員の選

定については、より第三者性を確保する

ため検討を行う。 

・ 機構が管理し、運用する機構情報シ

ステムに関する機器等の運用管理業務

について民間競争入札を行い、落札者

により事業を実施していく。【整理合

理化計画：機構情報システムに関する

機器等の運用管理業務について民間競

争入札を行う。】 

・ 現在、機構支部で行っている機械的・

定型的業務のアウトソーシングについ

て、次期中期目標期間以降、どのよう

な方法でアウトソーシングを行ってい

くのか見直しを行う。 

備考〔補足説明〕 

 ・ 機構に設置された内部統制（コンプラ

イアンス）委員会において、支部から検

証項目のチェックシートの作成及び新た

な業務マニュアルの整備について要望を

受けている。 

・ 防衛省評価委員会から、第三者として

外部から招請する顧問弁護士を委員とす

る内部統制（コンプライアンス）委員会

の設置がなされたところであるが、委員

の選定には更なる客観性の確保を図られ

ることが望ましいとの評価を受けてい

る。 

・ 「独立行政法人整理合理化計画」（平

成 19年 12月 24日閣議決定）及び「公

共サービス改革基本方針」（平成 19年

12月 24日閣議決定）において民間競争

入札を実施することが決定されたこと

を受け、平成２２年４月１日から落札

者による事業を実施している。 

・ 現在、常勤職員が主体となって業務

を処理しているが、多様な雇用形態の

活用について検討する。 
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